
農地法３条の３の１（相続等届出）の添付書類 

 

※相続登記が完了している場合 

登記事項証明書（全部事項証明書）（法務局） 

または登記完了通知（「相続」の記載があるもの） 

※写し可 

各１通 

 

※相続登記が未了のもの又は賃貸借権の相続の場合 

遺産分割協議書の写し 

（本写しがあれば、以下の書類は添付不要です） 

１通 

遺産分割協議がなされていない場合（相続人承諾書以外は写し可） 

登記事項証明書（全部事項証明書）（法務局） 

※写し可 

各１通 

被相続人の戸籍謄本（出生から死亡まで） １通 

相続関係者全員の戸籍謄本 １通 

相続関係者全員の印鑑登録証明書 １通 

相続関係説明書 １通 

遺産相続承諾書 １通 

 


